
 

 

横浜市社会福祉審議会平成２０年度第２回総会  

 

日  時  平成 21年２月２日 (月 )午後５時 30分～  

場  所  ホテル横浜ガーデン  ４階アイリス  

 

 

次    第  

 

  １  新任委員の紹介  

 

    

  ２  議  題  

     新任委員の所属専門分科会の指名について  

    

 

 ３  報告事項  

    (1) 平成２１年度横浜市予算案について  

    (2) 横浜市地域福祉保健計画（第２期）について  

(3) 横浜市障害者プラン（第２期）について   

      (4) 横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第４期）  

について  

 

 

 

  ４  その他  

 

 

   ＜ 資 料 ＞  

 

 

 

 

 

 

 

資料１  横浜市社会福祉審議会委員名簿（案）  

資料２  横浜市予算案の概要  

資料３  横浜市地域福祉保健計画   

資料４  横浜市障害者プラン  

資料５  第４期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画  



備考

民生 身障 高齢者

1 松本　敏 市会こども青少年・健康福祉・病院経営委員会委員長 ○

2 牧嶋　秀昭 市会こども青少年・健康福祉・病院経営委員会副委員長 ○

3 山田　一海 市会こども青少年・健康福祉・病院経営委員会委員 ○

4 齋藤　史郎 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会会長 ○

5 島村　和子 社会福祉法人横浜大陽会特別養護老人ホーム白朋苑施設長 ○

6 田中　理 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団常務理事 ○

7 中西　晴之 横浜知的障害関連施設協議会会長　 ○

8 長谷川　正義 横浜市民生委員児童委員協議会会長     ○

9 濱田　静江 特定非営利活動法人市民セクターよこはま副理事長 ○

10 日浦　美智江 社会福祉法人訪問の家理事長 ○

11 堀越　ひろみ 社団法人認知症の人と家族の会神奈川県支部世話人 ○

12 松井　住仁 社団法人横浜市福祉事業経営者会会長 ○

13 室津　滋樹 横浜市グループホーム連絡会会長 ○

14 今井　三男 社団法人横浜市医師会会長                   ○

15 大関　亮子 弁護士 (横浜弁護士会会員）                              ○

16 黒沢　一夫 横浜市労働組合連盟執行副委員長 ○

17 後藤　ヨシ子 横浜商工会議所副会頭                 ○

18 新保　美香 明治学院大学社会学部准教授 ○

19 高橋　柢祐 横浜市町内会連合会副会長 ○

20 白野　明 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団顧問 ○☆

21 橋本　泰子 大正大学名誉教授 ○

22 平井　晃 社団法人横浜市身体障害者団体連合会理事長     ○

23 藤塚  正人 神奈川新聞社編集局整理部長   
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分科会（＊）

＊分科会：「民生委員審査専門分科会」「身体障害者福祉専門分科会」「高齢者福祉専門分科会」

（☆印は、身体障害者障害程度審査部会の所属を兼ねることを表す。）

氏　　名 職　　　　　名
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区分
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社会福祉法施行令（抜粋） 

                                                           

（民生委員審査専門分科会）   

第２条 民生委員審査専門分科会に属すべき委員は、当該都道府県又は指定都市若しくは

 中核市の議会の議員の選挙権を有する地方社会福祉審議会（法＊第７条第１項に規定す

 る地方社会福祉審議会をいう。以下同じ。）の委員のうちから、委員長が指名するもの

 とし、その数は10人以内とする。ただし、議会の議員のうちから指名される委員の数は

 ３人を超えてはならない。   

２ 民生委員審査専門分科会に属する委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のた

 めに利用した場合は、当該委員について、委員長は、前項の規定による指名を取り消す

 ことができる。   

３ 民生委員審査専門分科会の決議は、これをもつて地方社会福祉審議会の決議とする。 

 （審査部会）   

第３条 地方社会福祉審議会は、身体障害者の障害程度の審査に関する調査審議のため、

 身体障害者福祉専門分科会に審査部会を設けるものとする。   

２ 審査部会に属すべき委員及び臨時委員は、身体障害者福祉専門分科会に属する医師た

 る委員及び臨時委員のうちから、委員長が指名する。   

３ 地方社会福祉審議会は、身体障害者の障害程度に関して諮問を受けたときは、審査部

 会の決議をもつて地方社会福祉審議会の決議とすることができる。   

＊ 法＝社会福祉法（昭和26年法律第45号） 

 

横浜市社会福祉審議会条例（抜粋） 

 

（専門分科会） 

第６条 審議会の専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。）に属すべき委員及び 

臨時委員は、委員長が指名する。 

２ 審議会の専門分科会に専門分科会長を置き、専門分科会長は、当該専門分科会にお 

いて選任する。 

３ 専門分科会長は、その専門分科会の会務を総理する。 

４ 専門分科会長に事故があるとき、又は専門分科会長が欠けたときは、あらかじめ専 

門分科会長の指名する委員又は臨時委員が、その職務を代理する。 

５ 第４条第１項及び第３項から第５項までの規定は、専門分科会の会議について準用 

する。この場合において、これらの規定中「審議会」とあるのは「専門分科会」と、 

「委員長」とあるのは「専門分科会長」と読み替えるものとする。 

 











































































































































































 

平成 21年度「福祉人材の確保」関連予算について 

質の高い介護サービスの確保及び緊急経済対策として、福祉人材の確保・定着に向けて

一層の支援を行います。また、ＥＰＡ（経済連携協定）に基づき、来日する介護人材が横

浜において円滑に就労、研修できるよう支援を行います。 

 

１ 福祉人材の就業支援  〈新規〉            【 65,691 千円】 

(1) ヘルパー1000人増加作戦事業               【 50,734 千円】 

福祉人材の確保および緊急経済対策として、訪問介護員（ヘルパー）養成 2 級課程

を受講し、市内福祉施設に就職した方などに対し受講料を補助します。 

(2) 福祉人材のマッチング支援                 【 14,957 千円】 

  インターネット上での求人情報の提供を支援するほか、市内方面別の就職説明会、

合同面接会、他都市における就職セミナーを開催し、従事者の確保を支援します。 

 

２ 福祉人材の緊急確保事業                 【 225,500 千円】 

(1) 特別養護老人ホーム処遇改善事業                         【 210,000 千円】 

    一時金の支給など、施設が行う職員の処遇改善等に充てるための経費を助成し、職

員の定着・確保を図ります。〈平成２２年度までの時限措置〉 

(2) 施設職員等キャリアアップ支援事業                        【13,000 千円】 

  職員の研修参加費用や研修参加に伴う代替職員の雇用経費を助成します。 

(3) 介護の仕事のイメージアップ事業等               【2,500千円】 

  中学生・高校生など若い世代を対象に、介護の職場や仕事に関する正しい理解を促

すほか、「介護の日」のアピールを通じた啓発やイメージアップ等を行います。 

 

３ 福祉人材定着促進事業  〈新規〉            【 105,031千円】 

(1) 介護職員定着促進事業                    【84,560千円】 

   上記 1(1)によるヘルパー資格取得者等を一定期間以上雇用する市内の介護施設等

サービス提供事業所に対して、雇用経費の一部を助成します。 

(2) 障害者就労定着支援員確保事業                【20,471千円】 

   障害者就労支援センターに、企業における就労経験を活かした支援員を確保するこ

とにより、障害者の就労・定着を促進します。 

 

４ 介護施設介護補助スタッフ確保事業  〈新規〉      【 47,360千円】 

  介護施設等において、介護等の業務に従事する補助スタッフを新規に雇用し、また介

護の基礎的研修を実施するなど、介護の仕事への関心を高め、正規雇用につなげます。 

 

５ 海外からの介護福祉人材就労支援事業  〈拡充〉     【 47,000千円】 

  ＥＰＡ（経済連携協定）に基づき来日する介護福祉人材が、円滑に就労、研修できる

よう、受入施設への助成等を行います。２１年度は、インドネシアのほか、新たにフィ

リピンからの介護福祉士候補者を受け入れます。                                  

資料２（別紙） 



































　　　　

（３）障害者プランの計画期間を６年間（平成21年度～26年度）とします。

（４）将来にわたるあんしん施策をプランに位置づけます。

　在宅の身体・知的障害者に支給している「横浜市在宅心身障害者手当」を廃止し、
「一律の現金給付」から「将来にわたるあんしん」のための施策への転換を検討してい
ます。
　「将来にわたるあんしん施策」の具体的な事業は、21年度に検討し、22年度から順
次実施していくことを考えていますが、これまでどおり障害者や家族、障害者団体、事
業者等と行政、関係機関がともにつくりあげていきます。

　平成18年度に障害者自立支援法が施行され、都道府県・市町村に障害福祉サービスの数

値目標等を中心とした障害福祉計画の策定が義務づけられました。

　本市でも神奈川県の総合調整のもとで「横浜市障害福祉計画」を策定するともに、「障

害者プラン」の中に取り込んで一体的に作成することにより、両計画を連動して推進しま

す。（プラン素案第４章）

　　身体・知的・精神の３障害をあわせた総合的な施策体系

横浜市障害者プラン（第２期）素案の概要

　「横浜市障害者プラン」は、本市における障害福祉施策の基本的な指針を定め、必要な

施策を着実に推進していくことを目的として策定するもので、障害者基本法に基づく「市

町村障害者計画」に位置づけています。

　このたび平成20年度をもって第１期の計画期間が満了するため、平成21年度を始期と

する第２期のプランを策定します。

（１）これまでの取組成果に基づいた計画とします。

（２）障害特性やライフステージを踏まえたきめ細かな施策の展開を図ります。

　　第１期プランの検証・評価結果を踏まえた次期目標の設定

　　発達障害・高次脳機能障害・難病などに対応できる施策検討

　　障害福祉計画（法定計画期間３年間）との整合

≪策定のためのニーズ把握≫

１　プランの位置づけ

２　プラン第２期の策定方針

○アンケート調査

　障害者本人・家族の御意見やニーズを把握するためアンケート調査を実施

　【送付数】　身体障害者5,000名、知的障害者1,000名、精神障害者1,000名

　【回答数】　3,689名　（回答率　52.7％）

○グループインタビュー

　アンケートで把握しきれない御意見を把握するためグループインタビューを実施

　【実施数】　22回（障害者団体10、事業利用者・支援者９、家族会等13）＊同時開催あり

≪策定の手法≫

　プランの策定は、横浜市障害者施策推進協議会に「障害者施策検討部会」を設置し協議

しています。また、関係各局（健康福祉局・こども青少年局・教育委員会事務局等）が事

務局として策定作業を進めています。

≪障害福祉計画との関係≫
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　障害のある人もない人も同じように生活することができるよう、市民・企業・行政など

社会全体による取組を進め、障害者が自らの意思により地域で自立した生活を送れる社会

づくりを推進するために、計画期間における施策の方向について具体的に示します。

　「横浜市障害者プラン（第２期）」を策定するにあたり、広く市民の皆様から御意見や

御要望をいただくため、プラン素案に対する市民意見の募集を行います。

≪募集期間≫　平成21年１月27日（火）から２月20日（金）まで

３　プラン第２期の構成

４　市民意見募集

(1) 障害者が自らの意思で選択し生活をきめることができる社会
(2) 障害者が住み慣れた地域で生活を送れる社会
(3) 障害者が安心して日々の生活を送れる社会
(4) 障害児の学習環境を整備し、生活を支えていく社会

≪施策展開のための視点≫
(1) 障害者の人権の尊重と保障
(2) 障害者自身が解決する力の向上
(3) 生涯を通じて一貫した支援体制の整備
(4) 地域生活を継続するための施策の展開
(5) 当事者・地域・行政の協働
(6) 将来にわたるあんしんのための施策展開（新）

(1) 普及・啓発のさらなる充実
(2) 相談支援システムの機能強化
(3) 地域生活を総合的に支えるしくみの構築
(4) 医療環境・医療体制の充実
(5) 障害児支援の体制強化
(6) 障害者の就労支援の一層の拡充強化
(7) 発達障害児・者支援の体制整備（新）

≪課題認識・視点≫
(1) 親亡き後も安心して地域生活を
送れる仕組の構築

(2) 障害者の高齢化・重度化への対応
(3) 地域生活のためのきめ細かな対応

重点施策

将来にわたるあんしん施策（新）

プランでめざす社会

≪将来にわたるあんしん施策として推進する項目例≫
(1)  親亡き後も安心して地域生活が送れる仕組の構築

・後見的支援の充実
(2)  障害者の高齢化・重度化への対応

・住まいの場の充実

・医療的ケア対応
(3)  地域生活のためのきめ細かな対応

・医療・受診環境の充実
・総合的な移動支援施策体系の再構築

















            

第４期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定について 

 

 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画は、介護保険制度や高齢者に関する保健福祉事業の円滑

な実施に関する総合的な計画として、いわゆる団塊の世代が高齢期を迎える平成２６年度を見据え

て、３年ごとに策定しています。 

計画素案をもとに市民や関係者の方からいただいたご意見等も踏まえ、年度末までに計画を策定

してまいります。 

 

 

１ 計画の期間 

平成２１年度から２３年度までの３年間 

 

２ 計画の基本目標 

「高齢者が、健康でいきいきと生活し、介護が必要となっても、その人にあったサービス 

を利用して自分らしく生活できる街の実現を目指します。」 

 

 ３ 高齢者施策の方向と主な取り組み 

   安定的な介護サービスの提供に向けて、介護の仕事のイメージアップ、職員のキャリア 

アップ支援等の人材確保策に取り組むほか、次の取り組みを進めます。 

   

（１）いきいきと活動的に暮らせるために・・・ 

元気なうちから介護予防に取り組み、健康でいきいきとした生活が続けられるよう支援 

 

  

 

 

（２）住み慣れた地域で安心して暮らせるために・・・ 

   医療的ケアが必要な高齢者や重度の要介護者も安心して生活を続けられるよう、医療と介

護の連携を推進 

 

 

 

 

（３）自分に合った施設・住まいが選べるために・・・ 

 様々なサービスを利用しても在宅生活の継続が困難な方のために施設を整備 

 

 

  

 

４ 保険料の見込み 

第4期計画の策定に伴い、介護保険料を改定します。 

（介護保険給付費準備基金（61億円）の全額を取り崩し） 

 

 

【計画素案等の概要】 

○すべての高齢者を対象とした、一貫性のある健康づくり・介護予防の実施 

○介護支援ボランティア・ポイント事業の実施 など 

○身近な地域（概ね日常生活圏域に 1か所）で小規模多機能型居宅介護サービスを提供 

  （26年度までに市内 150か所整備） 

○医療的ケアの必要な在宅の高齢者・家族の支援（医療対応ショートステイの充実） など 

○特別養護老人ホームの入所の必要性・緊急性の高い方が概ね１年以内に入所できるよう 

 施設を整備（２３～２６年度に年間３００床整備） など 

保険料基準額（月額換算） 4,500円（21～23年度） ← 4,150円（18～20年度） 
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